
報 告 資 料 

子ども文教委員会 

19. 10. 2 教育改革担当課 

豊島区立小・中学校の適正化第ニ次整備計画策定委員会の設置について 

1、設置趣旨 

豊島区立小・中学校の適正な配置については、平成 9年 1月に「豊島区立小．中学校の

適正化第一次整備計画」を策定（平成13年9月改定）し、それに基づいて、統合を進め、 
平成18年 4 月の長崎中学校と明豊中学校の統合をもって終了した。しかし、現在でも適

正規模に満たない学校が存在する。 

一方、豊島区の小・中学校は、平成12年以降新築した 3校を除く28校の校舎が、今
後15年間で築50年を経過する。このため、平成19年 5月、豊島区立小・中学校改築

計画策定委員会が設置され、改築計画を策定する。 

このことから、今後策定される改築計画との整合性を図り、小・中学校の適正化を進め

ることを目的とし、「豊島区立小・中学校の適正化第ニ次整備計画策定委員会」を設置す

る。 

2、設置要綱 	平成四年 8 月 13 日区長決定 別紙 

3、計画の位置付け 

(1)「第一次整備計画」（及びその改訂版）の完了を受け、あらためて「適正規模及び

適正配置について（答申）」の考え方をもとに「第二次整備計画」を策定する。 

(2）第二次整備計画は、『豊島区立小中学校の適正規模及び適正配置について（答申）』 

（平成4年4月）にある池袋第一小学校、池袋第二小学校、文成小学校を主な検討の

対象とする。 

なお、統合の検討にあたっては、地域防災割画や地域区民ひろば、子どもスキップ

等の設置についても考慮するものとする。 

【参考】「池袋第一小学校、文成小学校はともに平成 8年度には適正規模に満たなくなると予測され

るが、池袋第二小学校も含め、比較的近いところに 3校が位置しているので（4OO~5OOm)、 

今後の推移を見守りながら検討することが必要である」（「答申」P. 38) 
(3）また、本計画は、隣接する池袋中学校の改築計画とも整合したものとする。 

4、区立小・中学校の適正配置の考え方（審議会答申から） 

(1）適正規模 

区分 学級数 児童・生徒数 

小学校 12~18学級 246 人以上 

中学校 9--18 学級 243人以上 

区分 通学距離（通学時間） 

小学校 1血 (20 分） 

中学校 1. 5血（加分） 

( 



豊島区立小・中学校の適正化第ニ次整備計画策定委員会設置要綱 

平成19年8月13日

区 長 決 定 

（設 置） 

第1条 豊島区立小・中学校の適正化第一次整備計画の終了を受け、さらに、豊島区立学 

校の教育環境を整備し、より充実した学校教育の実現を図るため、豊島区立小・中学校 

の適正化第二次整備計画策定委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第2 条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項を検討する。 
(1）豊島区立小・中学校の適正化第二次整備計画の策定に関すること。 
(2）豊島区立小・中学校の適正化第二次整備計画策定に必要な調査・研究に関するこ 

と。 

(3）その他、必要な事項。 

（構 成） 

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 
(1）委員長 教育委員会事務局教育総務部長 
(2）副委員長 教育総務課長 

(3）委員 	企画課長 

財政課長 

防災課長 

施設課長 

施設計画課長 

地域区民ひろば課長 

子ども課長 

住環境整備課長 

学校運営課長 

教育指導課長 

教育指導課統括指導主事 

教育改革担当課長 

教育総務課学事係長 

学校運営課学校施設係長 
（会 議） 

第4条 委員会は、委員長が招集する。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 
3 委員会において必要と認める場合は、審議事項に関係のある者を委員会に出席させ 
ることができる。 

（事務局） 

第 5条 委員会に関する事務を処理するため、教育委員会事務局教育総務部教育改革担当 
課長に事務局を置く。 

（その他） 

第 6 条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。 

附 

この要綱は、平成19年 8月13日から施行する。 



豊島区立小中学校通学区域図（平成19年4月1日現在） 
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豊島区立小中学校通学区域 
	

平成19年4月1日現在 

中学校名 小学校名 通 学 区 域 

駒込中学校 

駒 Q4-5- 1 
(3918) 2105 

仰高小学校 
駒込 5- 	-l9 (391司2325 

駒込4丁目9番～15番、駒込5丁目全域、巣，割丁目1番～33番、50番、51番、巣鴨2丁目全域、巣鴨3丁目1番～4番、19番～39番 

駒込小学校 
駒込3-13一 1(3918)5691 

駒込1丁目全域、駒込2丁目全域、駒込3丁目全域、駒込4丁目1番～8番、駒込6丁目全域、駒込7丁目全域 

巣鴨北中学校 
西巣鴨3-17-1 

(3916) 2144 

清和小学校 
巣鴨3一 14 一 1 (3918) 2605 

巣鴨3丁目5番-18番、巣鴨4丁目1番～26番、28番 -1号～8号、17号～21号、29番1号～7号、20号の一部、 

21号、22号、32番1号～4号、5号の一部、17号～20号、33番、北大塚lT目全域 

西巣鴨小学校 
iii( 11) 卿1 一 27一 1(3918)6345 

西巣●割丁目1番～3番、15番～38番、西巣鴨2丁目全域、北大塚2丁目21番～34番 

豊成小学校 
上池袋1-18・24 (3918)23巧 

西巣●割丁目4番-'14番、北大塚2丁目1番～20番、北大塚3丁目全域、上池袋I丁目全域 

朝日小学校 
巣鴨5 一 33・1(39lB)2339 

巣鴨4T目27番、28番9号～16号、29番8号～19号、20号の一部、30番、31番、32番5号の一部、 

5号～16号、34番～44番、巣鴨5丁目全域、西巣鴨3丁目全域、西巣鴨4丁目全域 

西巣鴨中学校 
南大塚3-18-1 

(3986) 0661 

巣鴨小学校 
i1*I1-24-10 (3946> 9551 

巣，割丁目34番～49番、南大塚1丁目全域、南大塚2丁目全域 

朋有小学校 
東池袋4-40・1 (3987) 6275 

南大塚3丁目全域、東池袋I丁目I番～23番、28番～50番、東池袋2丁目全域、東池袋3丁目全域、 

東池袋4丁目14番～18番、29番～42番、東池袋5丁目11番、12番、18番～52番 

池袋中学校 
池袋本町4-5-24 

(3986) 5435 

池袋第一小学校 
上池袋4-28-1 (3916)3435 

上池袋2丁目全域、上池袋3丁目全域、上池袋4丁目全域 

池袋第二小学校 
地袋本町1-43・1 (39B617176 

池袋本町1丁目全域、池袋本町2丁目1番～28番、33番、34番、池袋本町3丁目1番～5番、 

池袋本町4丁目1番～14番、50番 

文成小学校 
池袋本町4-36-1 (3986) 7166 

池袋本町2丁目29番～32番、35番～39番、池袋本町3丁目6番～34番、池袋本町4丁目15番～49番 

西池袋中学校 
西池袋4-71 

(3986) 5427 

池袋第三小学校 
西池袋3-14-3 (3984)8501 

西池袋1丁目1番～20番、26番～28番、西池袋2丁目全域、西池袋3丁目全域、西池袋4丁目全域、西池袋5丁目全域 

池袋小学校 
池袋4 一 23一 8 (3986> 2858 

池袋1丁目全域、池袋2丁目全域、池袋3丁目全域、 

池袋4丁目全域、西池袋1丁目21番～25番、29番～44番 

長崎小学校 
長崎 2 一 6 一 3 (3966) 8146 

長崎1丁目全域、長崎2丁目全域、長崎3丁目全域 

富士見台小学校 
南長崎1・10-5(3953) 6472 目白4丁目5番～14番、26番～31番、目白5丁目全域、南長崎1丁目全域、南長崎2丁目全域 

千登世橋中学校 
目白1-1-1 
(3987) 6285 

南池袋小学校 
南池袋3・l8-12 I 3987)6278 

東池袋1丁目24 -27番、東池袋4丁目1番～13番、19番～28番、東池袋5丁目1番～10番、13番～17番、 

南池袋1丁目全域、南池袋2丁目全域、南池袋3丁目全域、南池袋4丁目全域、 

雑司が谷1丁目全域、雑司が谷2丁目全域、雑司が谷3丁目全域 

高南小学校 
高田2.12-7 (3987) 6266 

高田1丁目全域、高田2丁目全域、高田3丁目全域 

目 白小学校 
目白2-11一 6' 39S7) 4801 

目白1丁目全域、目白2丁目全域、目白3丁目全域、目白4丁目1番～4番、15番～25番、32番～36番 

千川中学校 
高松1-9-2 1 
(3956) 8171 
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千早1丁目全域、干早2丁目1番～4番、14番～18番、28番～32番、38番～42番、要町1丁目1番～39番、44番-'49番、 

要町2丁目全域、要町3丁目1番～4番、8番～10番、31番-37番、高松1丁目1番～6番、千”目丁目3番～10番 

高松小学校 
高松2・57-22 (3956)8157 

要町1丁目40番～43番、高松1丁目7番～22番、高松2丁目全域、高松3丁目全域、 

千川1丁目1番、2番、11番～33番、千川2丁目全域 

明豊中学校 
長崎5-31・29 

(3956) 8174 

椎名町小学校 
南長崎4・30・5 (3953) 6461 

南長崎3丁目全域、南長崎4丁目全域、南長崎5丁目全域 

千早小学校 
千早3-33・5(3956)8154 

長崎4丁目全域、長崎5丁目25番～27番、31番、千早2丁目5番-13番、19番～27番、33番～37番、43番、44番、 

千早3丁目全域、要町3丁目5番～7番 

さくら小学校 
長 ))6- 16-1(3956)8164 

南長崎6丁目全域、長崎5丁目1番～24番、28番～30番、32番、33番、長崎6丁目全域、 

干早4丁目全域、要町3丁目11番～30番、38番～59番 

区立幼稚園 

西巣鴨幼稚園 西巣鴨2-14-il (3915) 	8131 

池袋幼稚園 池袋3-30-22 (3986) 8233 

南長崎幼稚園 南長崎4-12-7 (3950) 	2861 


